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【学校経営の理念】 

練馬区の教育ビジョンに基づき、「夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成」を

目指します。 令和１１年度の統廃合計画を見据えつつも、常に「目の前の生徒」を主役に据え、互いに高

め合う教育活動を展開します。 

• 確かな学力の育成 

基礎基本の定着と、ICT を活用した思考力・判断力・表現力の育成。 

• 社会とのつながり 

地域・保護者とビジョンを共有し、信頼できる大人との関わりの中で豊かな心を育む。 

• コミュニティ・スクール(CS) 

      CS 指定校として、地域をパートナーとした協働運営を推進。 

 

 

Ⅰ. 教育目標  

「健康で心豊か、そしてよく学ぶ人」 

 人権尊重の精神を培い、国際的な視野をもち社会の変化に主体的に対応できる資質、および生涯学

び続ける心身ともに健全な生徒を育成する。 

 

Ⅱ. 目指す３つの姿 

目指す学校像 目指す生徒像 目指す教師像 

1. 生徒一人ひとりを大切にす

る学校 

誰も取り残さない・楽しい・挑戦

できる 

1. 主体的に学ぶ生徒 

自分で考え学習する、他者と協

働できる 

1. 情熱や使命感のある教師 

子どもに対する愛情や責任感が

ある  

2. 教職員が組織として機能す

る学校 

安心して登校できる・研鑽に努

める 

2. 誠実な生徒 

素直でやさしい、自他共に大事

にできる 

2. 教育の専門家としての力量が

ある教師 

高い専門性がある、授業が楽しい 

3. 保護者・地域とともにある

学校 

連携・協働できる・信頼できる 

3. 心身とも健康な生徒 

正しい生活習慣を身に付ける、

心と身体を鍛える 

3. 研鑽に努め、共に学ぶことが

できる教師 

研鑽を積む、教職員・生徒とともに

学ぶ 



Ⅲ．学校経営計画・重点施策 

柱 中期的な経営目標 令和 8 年度の達成目標と具体的な手立て 

保
護
者
・
地
域
と
の
連
携
・

協
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保護者・地域とともにある学校づくり 

① 5 年間の CS 研究成果の継承 

② ボランティアネットワークの構築 

③ 「Ｋ中ベーシック・Ｋ中ゼミ」の連携運営 

④ 地域貢献できる生徒の育成 

CS 活動の定着と地域貢献の推進 

① CS 協議会の月 1 回開催と互恵的連携 

② 地域資源（伝統文化等）を活用した体験

充実 

③ 地域・保護者が参画する「開かれた学

校」 

④ 地域行事・ボランティアへの積極参加 

学
力
の
定
着
・
向
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個別最適な学びと確かな学力の定着 

① 少人数のよさを活かした協働的な学び 

② 主体的・対話的で深い学びの展開 

③ 自学自習習慣の確立支援 

④ ICT 機器の高度活用推進 

きめ細かな指導と自学自習環境の整備 

① 数・英の少人数/TT 指導による個の伸長 

② 学力向上支援講師の有効活用 

③ 地域・大学生と連携した学習環境の整 

備 

④ 教員研修を通じた ICT 授業活用の拡大 

人
権
尊
重
・
健
全
育
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豊かな心と信頼関係の醸成 

① 「特別の教科 道徳」を核とした心の教育 

② 行事や特別活動を通じた自己指導力の

育成 

③ いじめ防止、生命尊重、国際理解の推進 

④ 道徳授業地区公開講座による三位一体

の教育 

道徳性の育みと自治能力の伸長 

① 各教科・活動を通じた系統的な道徳教育 

② 場に応じた適切な行動を考える場の設定 

③ 生徒会・行事による責任感と自治能力の

育成 

④ 規範意識と「利他の精神」に基づく意見

交流 

体
力
向
上 

健康と体力の増進・安全教育の徹底 

① 保健、給食、食育の充実 

② オリパラ教育と日本ウエルネス大等との

連携 

③ 防災・安全教育による危険回避能力の育

成 

④ 情報モラルや薬物乱用防止等の専門教

育 

健康増進と安全管理・防災連携の強化 

① 食に関する指導とアレルギー対策の徹底 

② アスリート招聘講演会等による体力向上

推進 

③ 小学校・地域・関係機関と連携した防災

訓練 

④ 発達段階に応じた喫煙・薬物乱用防止指

導 

組
織
力
の
向
上 

教職員の資質向上と組織力の強化 

① 人権研修による望ましい言語環境の整備 

② 授業力向上のための校内研修・講師招

聘 

③ ICT 活用スキルのボトムアップ 

④ 服務事故（体罰・性暴力）の根絶 

指導力の研鑽と服務事故防止の徹底 

① 生徒一人一人の人権に配慮した指導の

実践 

② 子どもの良さを引き出す授業力の向上研

修 

③ タブレット等を活用した指導の充実 

④ 計画的な服務研修による事故の根絶 



Ⅳ. 組織的な危機管理対応 

1. いじめへの対応 

• 未然防止: 「豊渓中学校いじめ防止基本方針」の周知と、一掃プロジェクトへの参加。 

• 早期発見: 年 3 回の全校アンケート実施と生活指導部による分析。 

• 迅速解決: 学校いじめ対策委員・生活指導部を中心とした対応と SC（スクールカウンセラー） 

や心のふれあい相談員と連携した多角的な支援。 

2. 性暴力・体罰の根絶 

• 意識改革: 服務事故防止研修を計画的に実施し、倫理観を再醸成。 

• 実態把握: 体罰調査および校長面接の実施。 

• 事後対応: 被害生徒の安全確保を最優先し、教育委員会と即時連携。 

 

 

Ⅴ. 学校事務・学校栄養に関わる重点事項 

1. 学校事務：円滑な運営と透明性の確保 

（１） 円滑な学校運営のための予算策定、効率的な適正執行、および私費負担の軽減  

（２） 物品・施設等の適正な管理と有効利用の推進  

（３） 給与・諸届・旅費・認定等に関する事務手続きの適正化  

（４） 各関係機関との密な連絡調整による、迅速かつ的確な庶務・渉外処理 

2. 学校給食：安全・安心と食育の推進 

（１） 栄養バランス・安全性・嗜好性を考慮した、変化のある献立作成 

（２） 安全な給食の提供と衛生的な環境整備  

（３） 食への興味・関心を高める指導資料の提供および指導助言 

（４） 給食費の適正な管理と計画的・効率的な予算執行 


